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重 要 事 項  説  明  書 

 

   

   この資料は、ご利用者が居宅介護支援の契約において、ご利用者やご家族の方に知って 

いただきたい事項をよりわかりやすく記載したものです。 

 

１ 支援事業者（法人）の概要 

 

名称・法人種別  株式会社スカイメディカルケア 

    代表者名     三井所 嘉彦 

    所在地      〒830-0023  福岡県久留米市中央町３５－１８番地 

            電話    0942-36-7710 

                        FAX   0942-36-7720 

    従業員数     ６２名    

   事業内容     医療連携による年中無休２４時間体制の在宅介護全般 

            １．居宅介護支援事業   

 

 

企業理念 

一、 保健、医療、福祉との連携を大切にし、地域の皆様への介護サービス提供に貢献致します。 

二、 常に知識と技術の向上に努め、真心を持ってお客様本位の質の高いケア・サービスを 

提供致します。 

三、 より良いサービス提供の為に、働きがいのある融和な職場を目指します。 

 

サービス提供指針 

一、 私共は、介護保険制度に則り、ご利用者様お客様の尊厳と秘密保持を順守し、「心身ケア」と 

「自立支援」に努めます。 

二、 私共は、日々心を磨き、愛と誠意を持ってご利用者様と「信頼」の和を築き「やさしさ」と 

「温かさ」と「安心」をお届け致します。 

三、 明るい笑顔とさわやかなご挨拶、常により良い接遇マナーを目指します。 
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２ 事業所の概要 

事業所名  スカイメディカルケアプランセンター小郡 

所在地 〒８３８－０１０２ 福岡県小郡市津古１１２３－５ 

             

               電話   ０９４２－４８－０７８３ 

                             FAX  ０９４２－４８－０７８４ 

    事業所指定番号   ４０７２９００９７２ 

    居宅支援実施地域   

小郡市、春日市、太宰府市、大野城市、筑紫野市、久留米市、八女市、大川市、八女郡、 

三潴郡、 養基郡、鳥栖市、三井郡、朝倉郡、朝倉市、うきは市とする。 

                                

事業の目的    

     介護支援専門員が要介護状態にあるご利用者に対し、居宅において、その持っている能力に応じて、自立

した日常生活を営むことができるよう適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。 

事業の運営の方針 

   １  ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療 

サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行いま

す。 

   ２  ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される居宅サービス

が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行います。 

   ３  市町村、地域包括支援センター、高齢者支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等

の保健・医療・福祉サービス事業所との連携に努めます。 

 

３ 事業所の職員体制                                  令和   年  月  現在 

     管理者      １名 

①    介護支援専門員その他の従業者の管理。 

       ②     居宅介護支援業務の実施状況を把握。 

③   介護支援専門員、その他従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います。 

       介護支援専門員  常勤 2 名 以上（事務職員必要に応じて配置する） 

①   居宅介護支援業務 
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４ 事業所窓口の営業日および営業時間 

(1)  営業日  月曜日から金曜日 

 休業日  土日祝日、 8/13～8/15、 12/30～1/3 となっています。 

営業時間  午前９時００分 ～ 午後６時００分 

        ※緊急時は電話により、連絡が可能です。 

ただし、事情により電話に出られない場合もあります。その際は後ほどご連絡をいたします。 

 

５ 居宅介護支援の内容と提供方法 

     ① 居宅介護支援契約を締結します。 

ケアプランの作成の申し込みを受け、ご自宅に訪問して介護保険制度や居宅介護支援および介護サー

ビス等の説明の上、契約書を取り交わし、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を保険者に提出し担当

する旨を届けます。 

② アセスメントを行います。 

      居宅にて面談の上、ご利用者が生活を継続・向上させていくうえで抱えている問題点や持っている 

力を含めた生活課題（ニーズ）、経済・医療・介護等の諸問題を合わせたものを十分把握し、課題分析

を行い、身体機能的状況・精神心理的状況・社会環境的状況等について整理して、「生活を送る上で

困っている状態」と「その状態を解決・緩和する目標とめざす暮らし」を導きだしていきます。 

③ ケアマネジメントについて説明を行います。 

      ご利用者本人、ご家族と一緒に「どのような生活をしたいのか」また介護等に関する意向を話し合い、

介護支援専門員はどのように支援をしていくのか、ご本人およびご家族に説明を行い、理解を得ます。 

     ④ 具体的な居宅サービス計画の作成 

      それぞれの生活課題について援助目標を設定し、達成するための援助内容・サービス事業所 

（インフォーマルサービス含む）を介護支援専門員より情報の提供を受けて、ご利用者本人やご家族

が決定（自己決定）し、確定していきます。 

     ⑤ サービス事業所の選択 

利用者またはその家族は、介護支援専門員に対し、居宅サービス計画に位置づける指定居宅サービ

ス等について複数の事業所の紹介を求める事ができ、介護支援専門員は求めに応じて指定居宅サー

ビス等の紹介を行います。 

また、居宅サービス計画に基づいた指定居宅サービス等の提供について、保険給付の対象となるか

否かを区別し、その種類、内容、利用料等について利用者またはその家族に対して説明し、文書に

より利用者の同意を得ます。 
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その際に、利用者またはその家族は介護支援専門員が居宅サービス計画に指定居宅サス等を位置づ

けた理由を求める事ができ、介護支援専門員はその求めに応じ説明を行います。 

⑥居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 

⑦サービス担当者会議の開催 

介護支援専門員が居宅サービス計画作成のために居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等の担

当者を招集して行う会議を担当者会議といいます。この会議を開催、または居宅サービス等の担当者

に対する文章等の照会により、居宅サービス計画を検討し、各々の立場から意見を述べ、修正しつつ、

居宅サービス計画を最終決定します。また実際の居宅サービス計画を事業所と共に円滑に進めていき

ます。 

⑧居宅サービス計画書の交付  

完成した居宅サービス計画を、利用者またはその家族の同意を得て、署名を頂き交付します。 

⑨ 居宅サービス利用状況と生活状況の把握・モニタリング 

       少なくても月１回居宅を訪問しご利用者、ご家族と面談して、ご利用者の日常生活動作能力や社会状

況等の変化によって生活課題（ニーズ）が変化していないかどうか・居宅サービスを提供している者

が適切な内容のサービスを継続して実施しているかどうかを把握して、生活全般を通して評価してい

きます。 

⑩ 居宅サービス計画の再課題分析 

       定期的なモニタリングにおいて、生活課題の変化がみられる場合、また、生活課題が充足できずに

生活上の困難が生じていることが明らかになった場合に再度、課題分析、援助目標の設定と居宅サー

ビス計画の作成に戻って②から⑥を繰り返して行います。 

⑪ 情報提供及び入所・入院等の支援 

介護支援専門員は、ご利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となり、ご利用者また

はご家族が介護保険施設や高齢者施設、病院への入院・入所を希望される場合には情報提供を行い、

施設・病院等への紹介その他の便宜の提供を行います。 

⑫入院、入所時の連携 

医療機関（病院等）へ入院した場合、または介護保険施設等へ入所をしようとする場合には、利用者

またはその家族から現在の担当介護支援専門員の事業所および氏名を伝えてもらう事で、医療機関ま

たは介護保険施設等への連絡を行い円滑な情報提供を行います。 

⑬退院、退所時の連携 

 医療機関（病院等）または介護保険施設等から退院または退所しようとする場合には、居宅における

生活へ円滑に移行できるよう、日程等について連絡調整を行い、あらかじめ居宅サービス計画の作成
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等の援助を行います。 

⑭ 給付管理 （介護保険給付） 

    サービス利用の実績を居宅サービス事業者側と確認して、その確認の結果を記載した給付管理票を 

福岡県国民保険団体連合会に毎月翌月の１０日までに送付します。 

⑮ 相談業務等 

⑯ 主治医、医療機関との連携 

・居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスが必要な場合は、当該

医療サービスに係る主治の医師等の意見を求め、意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス

計画を交付します。医療サービス以外の指定居宅サービス等が必要な場合は、当該指定居宅サービ

ス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、これを尊重します。 

・居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等から伝達された利用者の口腔に関する問

題や服薬状況、介護支援専門員が把握した利用者の状態等については、主治の医師または歯科医師、

薬剤師等に必要な情報の伝達を行います。 

⑰ 利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見または指定に係る居宅サービスの種類についての

記載がある場合には、利用者にその趣旨（指定に係る居宅サービスの種類については、その変更の

申請ができることを含む）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成

します。 

⑱ 居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民による自発

的な活動によるサービス等の利用を含めて居宅サービス計画を作成します。 

⑲ 前 6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与の各サービスの利用割合、および、前 6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、

通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供され

たものの割合を把握し、公正中立性の確保のための取組や事業者の負担軽減を図るための努力をし

ます。 

６ 利用者負担金 

居宅介護支援業務については、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので

ご利用者の自己負担金はありません。 

但し保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1 ヶ月につき所定の料金を頂き、

当事業所から「サービス提供証明」（領収書）を発行します。 

この「サービス提供証明書」（領収書）等を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと保険給付の
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対象とすべきサービスを受けているか等を確認し、全額払い戻しを受けられます。 

＊法定代理受領とは、本来であれば、ご利用者と事業者との間の契約によりサービス利用が行われる

ため、償還払い（ご利用者が事業者に費用を支払った場合にご利用者に対して保険給付を行う）とな

りますが、ご利用者の利便等の観点から、指定事業者から指定サービスを受けること・居宅介護支援

を受ける旨を市町村に届け出て居宅サービス計画の対象となっていることの要件を満たした場合、市

町村からご利用者に支払われる金額を事業者に対して代わって支払う代理受領による現物給付化を

行うことです。 

＊所定の料金とは、介護報酬算定･指定基準に基づき規定された料金です。 

（詳しい料金は別紙に記載しております。改正が実施された場合はその都度変更された内容をお渡

しいたします。） 

 

７ 解約について 

     契約の解除は、解約を希望する７日以内までに解約する理由を解約申込書にて申し入れ、希望する 

日をもって契約を解除できます。まずは電話等にて解約の意思表示をされた後に解約申込書をお渡し

します。解約申込書に理由等を記載して頂きます。 

 

８ 秘密保持と個人情報について 

     居宅介護支援業務にあたり、居宅サービスの提供が適切かつ円滑に実施できるように、ご利用者 

またはご家族に関する秘密および個人情報について必要最小限の範囲内での使用が必要となります。 

居宅介護支援業務開始にあたり、個人情報使用について本契約書に記名、捺印により同意を得ます。 

業務上知り得た秘密および個人情報について正当な理由なく、第三者に漏らすことはありません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

９ 事故発生時の対応 

     ① ご利用者に対して指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに担当医（主治医）

や、ご利用者家族、市区町村等の関係機関に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 

     ② ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害を賠償

します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。 

１０ 緊急時の対応 

      サービス提供にあたりご利用者に事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、 

担当医・ご家族に連絡します。ご家族の方は、必ず連絡が取れる携帯電話や職場等の連絡先をお願
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いします。 

   １１ 権利や財産を守るために 

      ご利用者の権利、財産を守るために、記憶力や判断能力に支障がみられ、ご自身の権利が自分で守れ

なくなった時に不利益を被らないように任意後見制度、法定後見制度という制度が利用できます。 

詳しくは担当ケアマネジャーまでお尋ね下さい。 

１２ 損害賠償について 

      事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。

守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意または

過失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を配慮して相当と認められる時に限り事

業者の損害額を減じる場合があります。 

       当事業所は、下記の内容で損害賠償保険に加入しています。 

①【対人・対物賠償】               ②【管理財物】 

 

 

 

        

      

       

 

１３ 虐待の防止について 

   事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、責任者を配置しています。また、従業者

に対する虐待防止を啓発・普及するための委員会の開催や指針の整備、研修を実施するなど、必要

な措置を講じます。 

１４ 相談窓口、苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にて受け付けます。 

① 当社窓口  TEL ０９４２－４８－０７８３ ／ FAX  ０９４２－４８－０７８４ 

相談担当責任者  管理者 藤丸千夏 

対応日時   月曜～金曜  午前９時００分～午後６時００分 

② 行政機関その他苦情受付機関  

市区町村介護相談窓口の受付時間、連絡先などは以下の通り 

事業者の活動の遂行中に起因する対人･

対物事故について賠償責任を負った場合 

被保険者が使用・管理する財物（サービス利用

者宅の家具・レンタル用品等）の損壊・紛失、

詐取盗取について賠償責任を負った場合 
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小郡市 介護保険課 

受付時間 8:30～17:00 

TEL 0942-72-2111 

大野城市 介護支援課 

受付時間 8：30～17：00 

TEL 092－580-1860 

太宰府市 介護保険課 

受付時間 8:30～17:00 

TEL 092-921-2121 

筑紫野市 高齢者支援課 

定例相談日時 毎月 第２、第４木曜日 

13:30～14:20／14:30～15:20 

TEL   092-923-1111 

久留米市役所 介護保険課 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0942-30-9205 

春日市 高齢課 

受付時間 8:30～17:00 

TEL 092-981-0115 

鳥栖地区広域市町村 介護保険課 

受付時間 8:30～17:30 

TEL  0942-81-3315 

八女市役所 介護長寿課 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0943-23-2545 

広川町 高齢者支援係 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0943-32-1113 

大木町役場 高齢者福祉課 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0944-32-1013 

みやき町 地域包括支援センター 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0942-89-3371 

大刀洗町 福祉課 高齢者福祉係 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0942-77-2266 

朝倉市 介護サービス課 

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0946-22-1111 

筑前町 めくばーる 福祉課  

受付時間 8:30～17:15 

TEL 0946-24-8763 

うきは市 介護高齢者支援係 

TEL 0943-75-3111 

浮羽地域包括支援センター 

TEL 0943-76-9907 

大川市 健康課介護保険係 

定例相談日時 毎月第１、第４月曜日 

 第３月曜日は要相談

受付時間 9:30～15:00 

TEL 0944-85-5522 

福岡県介護保険広域連合 

柳川・大木・広川支部 

受付時間 8:30～17:00 

TEL 0944-75-6301 

福岡県介護保険広域連合 

うきは・大刀洗支部 

受付時間 8：30～17：00 

TEL 0943‐74‐5355 

福岡県運営適正化委員会（福岡県社会福祉協議

会） 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

(年末年始・祝日を除く) 

TEL 092‐915-3511  

 

福岡県国民健康保険団体連合会 

介護サービス相談窓口 

受付時間 9:00～17:00 

TEL 092-642-7859 
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１５ 居宅介護支援業務上の留意事項 

    ①ご利用者の心身状況等に応じて、適切な居宅介護支援を提供し、自らが提供する居宅介護支援の 

評価を行うこと等の措置により、常にご利用者の立場に立ってサービスを提供致します。 

    ②事業の実施に当たっては、被保険者から提示された被保険者証に記載された認定審査会意見に 

配慮したサービスを提供します。 

    ③居宅介護支援にあたり、ご利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止ができるよう行い、 

医療サービスとの連携に十分配慮します。 

④事業所は関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な居宅 

サービス計画の提供に努めます。 

⑤ご利用者およびご家族等と当事業者間にて、金銭または物品の授受、飲食、宗教活動、政治活動、 

営利活動、ご利用者のご家族等に対する居宅サービスの提供等その他の迷惑行為を行わないように 

十分留意します。 

   １６ 事業所より注意事項 

①公正中立な立場 

ケアマネジャーは公正中立な立場です。ご利用者、ご家族の希望を踏まえつつ、公正中立な 

ケアマネジメントを行います。ご希望をお伺いし複数の介護事業所の中から選択して頂き 

介護事業所の紹介をいたします。 

②モニタリング 

モニタリングとは、ご利用者宅へ訪問・面談して、ご利用者やご家族の状態を把握し、必要な支援が

行われているのか相談する場面です。法令上、月 1回の利用者訪問が定められています。電話ではな

く基本的には訪問となっています。月１回の訪問にご協力お願いします。なお、コロナウィルス感染

防止の為に訪問以外でのモニタリングを希望される場合は担当の介護支援専門員にお伝えください。 

③施設入所の支援 

ケアマネジャーは、基本的には自宅で介護が必要な方を支援するのですが、自宅での生活が困難に 

なり、施設入所（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等入所希望）される時は相談して下さい。 

④給付管理などの事務手続き 

介護サービスの利用した個人負担以外の金額は保険者に請求します。これを給付管理といい、ご利用

者への相談支援以外にも、このような事務手続きも行っています。なお、介護サービスでお使い頂い

た料金をご負担頂くだけで、ケアマネジャーへのご負担は原則頂きません。 
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⑤要介護認定等の申請援助および代行 

介護保険の変更・更新の申請。介護保険以外の地区町村実施しているサービス（配食サービス、オム

ツ給付サービスなど）の申請代行の支援を行います。なお、市区町村役場に出す書類全てを代行でき

るわけではありません。また、税金などの支払いも代行することはできませんのでご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

⑥入退院について 

入院、退院時は、ご利用者、ご家族より入院された病院へ担当のケアマネジャーをお伝えください。

退院後に必要な介護サービスの調整や必要な手続きを円滑に行う為に必要です。ご協力お願いいたし

ます。 

⑦ご利用者の住所変更時について 

介護保険はご利用者の住所変更に伴う手続きを行わないと、保険者によっては介護保険が利用できな

い期間が発生する可能性があります。住所変更等行われる場合はケアマネジャーにご相談をお願いし

ます。 

⑧２４時間連絡体制（緊急連絡先） 

連絡先 スカイメディカルケアプランセンター小郡  

※緊急時は電話により、連絡が可能です。 

ただし、事情により電話に出られない場合もあります。その際は再度ご連絡頂くか、留守番電話に

伝言をお願いします。後ほどご連絡をいたします。 

連絡を受け内容を確認後、各担当介護支援専門員に連絡調整を行います。各担当介護支援 

専門員も各自携帯電話を所持し緊急時の対応連絡調整を行います。 

⑨利益供与の禁止 

スカイメディカルケアプランセンター福岡中央ではご利用者にサービスを利用されることの 

対償として、金品その他の財産上の利益を供与する事はありません。（スカイメディカルケアプランセ

ンター福岡中央ではお茶、お菓子、お土産等も受け取れない決まりとなっておりますのでご了承くだ

さい） 

⑩社用車同乗の禁止 

スカイメディカルケアプランセンター福岡中央ではご利用者の受診に同行する場合、車輛保険適用上

の都合により社用車への同乗が認められておりません。 

 

※介護保険制度を円滑にご利用頂く為にも、ご協力お願いいたします。 
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令和  年  月  日 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、ご利用者およびご家族または代理人に対して 

契約書および本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

     事業所名  スカイメディカルケアプランセンター小郡 

          

説 明 者                   

 

                                          以 上 


